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F-191 間質性肺炎の傷病名がない多発性筋炎、皮膚筋炎に対するタクロ

リムス水和物カプセルの算定について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 間質性肺炎の傷病名がない多発性筋炎、皮膚筋炎に対するタクロリムス

水和物（プログラフカプセル等）の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 タクロリムス水和物（プログラフカプセル等）の添付文書の効能・効果

には、「多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎」と記載されている。 

 以上のことから、添付文書の記載どおり、間質性肺炎の傷病名がない多

発性筋炎、皮膚筋炎に対するタクロリムス水和物（プログラフカプセル等）

の算定は、原則として認められないと判断した。 

 ただし、多発性筋炎・皮膚筋炎は間質性肺炎を合併しやすいこと、難治

症例（副腎皮質ステロイド治療抵抗例に対するタクロリムス水和物（プロ

グラフカプセル等）の併用）があることを踏まえ、レセプトの内容や症状

詳記等から投与の必要性が判断できる場合については、この限りではない。 

 


